
いぬわし君の第３号 令和７年２月３日
石川県警察本部
交通企画課

(076)225-0110

【いぬわし君の交通安全Journal】
◇毎月１日、15日（土・日・祝の場合、翌平日）に配信します。
◇県警のウェブサイトにも掲載しています。www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

Ｘ（旧ツイッター）を運用しています。フォローお願いします！【石川県警察交通安全情報＠IP_koutuu_anzen】

◇ 手と目で交わす 思いやりと感謝 ◇

◇ 手と目で交わす 思いやりと感謝 ◇

安全を確認してから横断し、横断中も
周囲に気をつけながら横断しましょう。

横断中の歩行者や、横断しようとしている歩行者
がいるときは、停止線の手前で停止（ストップ）
をして、その通行を妨げないようにしましょう。

信号機のない横断歩道では、運転者及び歩行者双方が手と目で合図を交わし、
意思疎通を図って交通事故防止に努めましょう。

運転者も歩行者も交通
ルールを守りましょう。

横断歩道を通過するときは、横断歩行者がいないかチェック！

横 断 歩 道 を 渡 ろ う ！

◇歩行者は、手を上げる、運転者に
視線を向けるなどの合図を行い、
横断する意思を明確に伝える。

◇運転者は、歩行者を確認したら
停止して、思いやりの気持ちで
手や視線等により横断を促す。

◇運転者も歩行者も互いに視線等で

意思疎通を図る。

◇歩行者は、運転者に対して会釈する

などして感謝の気持ちを伝える。

運転者及び歩行者双方が合図を交わし、思いやりや感謝の気持ちを伝え合う
ことで県民一人一人の交通安全に対する意識を高めていきましょう。

例えば…

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

